
認可外保育施設等市役所
２ 保育の必要性の認定

１ 保育の必要性を申請

３ 契約・利用料の支払

５ 施設等利用給付を請求

６ 施設等利用費を受給

保護者

（市町村の確認済み施設に限る）

新2号認定

最大月額37,000円

４ 領収証等を受領

認可外保育施設等の利用料無償化の流れ

例:３歳児

※　実費分（給食費、おやつ代、バス代等）は無償化の対象となりません。

※


